
���

かると
　

個
人
の
氏
名
や
住
所
、
生
年
月
日
、

性
別
な
ど
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
事
項

を
記
載
し
た
も
の
を
住
民
票
と
い
い
ま

す
。
こ
の
住
民
票
を
ま
と
め
た
も
の
が

住
民
基
本
台
帳
で
す
。

　

平
成　

年
８
月
の
住
民
基
本
台
帳
法

11

の
一
部
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
住
民
票

の
記
載
事
項
と
し
て
、
住
民
票
コ
ー
ド

（
重
複
し
な
い　

け
た
の
数
字
）
が
付

11

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
住
民
票

コ
ー
ド
は
今
年
８
月
、
市
役
所
か
ら
み

な
さ
ん
に
郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る

情
報
の
う
ち
、
①
氏
名
、
②
生
年
月
日
、

③
性
別
、
④
住
所
、
⑤
住
民
票
コ
ー
ド
、

⑥
以
上
の
項
目
の
変
更
年
月
日
・
理
由

な
ど
を
全
国
の
市
区
町
村
が
通
信
回
線

を
結
び
、
『
本
人
確
認
情
報
』
と
し
て

都
道
府
県
と
国
か
ら
委
任
さ
れ
た
指
定

情
報
処
理
機
関
（
地
方
自
治
情
報
セ
ン

タ
ー
）
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
送
信
し
ま

す
。
国
の
行
政
機
関
な
ど
は
、
法
律
で

定
め
ら
れ
た
事
務
に
つ
い
て
『
本
人
確

認
情
報
』
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
よ

り
、
行
政
事
務
の
効
率
化
を
図
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

１　

今
年　

月
か
ら
順
次
開
始

１０

　

各
種
行
政
手
続
の
た
め
の
住
民
票
の

写
し
の
添
付
が
不
要
と
な
り
ま
す
。

（
恩
給
、
各
種
免
許
、
資
格
の
登
録
、

パ
ス
ポ
ー
ト
記
載
事
項
の
変
更
な
ど
）

２　

来
年
８
月
か
ら
開
始
予
定

①
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
以
下
「
Ｉ

　

Ｃ
カ
ー
ド
」
）
の
発
行

　

各
市
区
町
村
は
、
本
人
の
申
請
に
よ

り
、
高
度
な
安
全
確
保
機
能
を
持
つ
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
を
有
料
で
発
行
し
ま
す
。
顔

写
真
付
き
を
希
望
さ
れ
る
と
公
的
な
身

分
証
明
書
と
し
て
活
用
で
き
ま
す
。

②
全
国
で
住
民
票
の
取
得
が
可
能
に

　

各
市
区
町
村
で
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
や
運

転
免
許
証
な
ど
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ

り
、
本
人
や
同
一
世
帯
の
住
民
票
の
交

付
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

③
引
越
し
の
手
続
き
が
軽
減

　

現
在
は
、
住
ん
で
い
る
市
区
町
村
に

転
出
届
を
出
し
、
転
出
証
明
書
の
交
付

を
受
け
た
上
で
、
引
越
し
先
の
市
区
町

村
に
転
入
届
を
出
し
ま
す
。
こ
れ
が
、

郵
送
で
転
出
届
を
し
、
引
越
し
先
の
市

区
町
村
に
転
出
証
明
書
の
代
わ
り
に
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
を
提
示
す
る
だ
け
で
、
転
入

の
届
出
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

住
基
ネ
ッ
ト
は
、
大
切
な
個
人
情
報

を
取
り
扱
う
た
め
、
個
人
情
報
の
保
護

を
最
重
要
課
題
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
個
人
情
報
の
保
護
と 
漏 ろう

 
洩 
防
止
の
た
め
さ
ま
ざ
な
対
策
を
講
じ

え
いて

い
ま
す
。

１　

制
度
面
か
ら
の
対
策

①
都
道
府
県
、
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ

　

ー
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
を
『
本

　

人
確
認
情
報
』
に
限
定
し
ま
す
。

②
情
報
の
提
供
先
や
利
用
目
的
が
法
律

　

で
決
め
ら
れ
て
お
り
、
目
的
外
利
用

　

を
禁
止
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
民
間

　

で
の
住
民
票
コ
ー
ド
の
利
用
を
禁
止

　

し
て
い
ま
す
。

③
シ
ス
テ
ム
操
作
者
に
守
秘
義
務
を
課

　

し
、
違
反
者
に
対
し
て
通
常
よ
り
重

　

い
罰
則
が
課
さ
れ
ま
す
。

２　

技
術
面
か
ら
の
対
策

①
外
部
か
ら
の
侵
入
防
止
の
た
め
不
正

　

ア
ク
セ
ス
防
止
装
置
、
侵
入
を
監
視

　

す
る
機
器
を
設
置
し
、
専
用
回
線
を

　

使
用
す
る
と
と
も
に
、
情
報
を
暗
号

　

化
す
る
こ
と
で
情
報
漏
洩
を
防
止
し

　

ま
す
。

②
シ
ス
テ
ム
操
作
者
の
目
的
外
利
用
を

　

防
ぐ
た
め
、
操
作
者
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

　

や
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ
る
厳
重
な
確
認

　

を
行
い
、
正
当
な
操
作
者
だ
け
が
利

　

用
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

３　

運
用
面
か
ら
の
対
策

①
指
定
情
報
処
理
機
関
（
地
方
自
治
情

　

報
セ
ン
タ
ー
）
に
お
い
て
、
住
基
ネ

　

ッ
ト
を
操
作
、
管
理
、
運
用
す
る
担

　

当
者
に
対
し
、
秘
密
保
持
義
務
、
不

　

正
利
用
に
対
す
る
処
分
な
ど
厳
重
に

　

守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
事
項

　

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

②
関
係
職
員
に
は
、
秘
密
保
持
を
義
務

　

付
け
る
ほ
か
、都
道
府
県
に
情
報
を

　

保
護
す
る
た
め
の
委
員
会
や
審
議
会

　

を
設
置
し
ま
す
。

住
民
基
本

台
帳
と
は
？

住
基
ネ
ッ
ト
と
は
？

問
い
合
わ
せ　

市
民
課

（
�
○８５
 

１
８
５
５
）

　

今
年
８
月
か
ら
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
事
務
の
効
率
化
を
目
指
す
住

民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
住
基
ネ
ッ
ト
」
）
が
段
階
的

に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
住
民
票
の
写
し
の
添
付
や
、
市
役
所
の
証
明
が
必

要
と
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
務
が
簡
素
化
さ
れ
ま
す
。
来
年
８
月
に
は
、
全
国

ど
こ
で
も
自
分
の
住
民
票
の
写
し
の
交
付
が
受
け
ら
れ
る
広
域
交
付
、
引
越
し

の
手
続
き
が
軽
減
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
な
ど
も
開
始
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

当
市
で
は
、
現
在
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
開
始
に
向
け

て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
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〜
平
成　

年
８
月
か
ら
本
格
稼
動
〜

１５

住
基
ネ
ッ
ト
に

よ
る
サ
ー
ビ
ス
は
？

個
人
情
報
の

保
護
対
策
は
？


